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富
中

道

場

Ｉ
遺
跡

所
在
地
　
　
　
一昌
山
県
婦
負
郡
婦
中
町
道
場
字
下
屋
敷

調
査
期
間
　
　
一　
第

一
次
　
一
九
九
八
年

（平
１０
）

一
〇
月
―

一
二
月

一
一　
第
二
次
　
一
九
九
九
年
五
月
―

一
一
月

発
掘
機
関
　
　
側
富
山
県
文
化
振
興
財
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

調
査
担
当
者
　
酒
井
重
洋

・
森
　
隆

・
三
島
道
子

・
武
田
健
次
郎

・

青
山
　
晃

・
吉
田
裕
子

。
内
田
亜
紀
子

・
野
回
雅
美

・

戸
谷
邦
隆

・
金
三
津
英
則

遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

遺
跡
の
年
代
　
一
〓
一世
紀
～

一
七
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構

の
概
要

道
場
Ｉ
遺
跡
は
富
山
県
の
ほ

ぼ
中
央
の
婦
負
郡
婦
中
町
に
所

在
し
、
神
通
川
左
岸
及
び
中
小

河
川
に
よ
つ
て
形
成
さ
れ
た
複

Ｄ

合
扇
状
地
上
に
あ
る
。
調
査
は

人

県
営
公
害
防
除
特
別
土
地
改
良

事
業
に
伴
う
も
の
で
、
調
査
面

積
は
延
べ
約
二
七
〇
〇
〇
ド
で
あ
る
。
遺
跡
は
自
然
河
道
の
西
岸
に
形
成
さ
れ

た
集
落
で
、
南
北
方
向
の
溝
を
基
軸
と
し
、
区
画
溝
に
よ
っ
て
整
然
と
区
画
さ

れ
て
い
る
。
建
物
の
軸
方
向
や
遺
構
の
切
合
い
な
ど
か
ら
、
集
落
は
区
画
以

前

・
区
画
を
伴
う
時
期

・
区
画
が
解
体
す
る
衰
退
期
と
三
段
階
以
上
の
変
遷
を

た
ど
る
こ
と
が
で
き
、
近
世
に
は
集
落
は
消
滅
ま
た
は
移
動
し
て
い
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
出
土
遺
物
に
は

一
三
世
紀
―

一
六
世
紀
代
の
中
世
土
師
器
、

瀬
戸
美
濃

。
珠
洲

・
八
尾
製
陶
器
、
中
国
製
青
磁

・
白
磁
、
石
製
品
、
漆
器
な

ど
の
木
製
品
が
あ
り
、　
一
四
世
紀
―

一
五
世
紀
の
も
の
が
大
半
を
占
め
て
い
る
。

木
簡
は

一
次
調
査
で

一
点

（
一
０
）、
二
次
調
査
で

一
点

（一
一⑪
）
の
計
二
点

が
出
土
し
て
い
る
。　
一
い
は
木
組
井
戸
Ｓ
Ｅ

一
八
〇
二
の
覆
土
中
か
ら
、
総
黒

漆
の
漆
器
椀
と
共
に
出
土
し
て
い
る
。
Ｓ
Ｅ

一
人
〇
二
は
、
斎
串
状
木
製
品
を

出
土
し
た
木
組
井
戸
Ｓ
Ｅ

一
人
〇

一
の
掘
形
を
切

っ
て
い
る
。
三
０
は
木
組
井

戸
Ｓ
Ｅ
二
五
の
木
組
下
部
に
据
え
ら
れ
た
曲
物
の
覆
土
中
か
ら
の
出
土
で
あ
る
。

Ｓ
Ｅ
二
五
は
区
画
溝
に
切
ら
れ
て
お
り
、　
〓
二
世
紀
末
か
ら

一
四
世
紀
初
頭
頃

の
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
一
百
いの
木
簡
は
共
に
木
紅
井
戸
か
ら
出
土
し
た
が
、

当
遺
跡
で
は
木
組
井
戸
は
石
紅
井
戸
に
先
行
す
る
も
の
で
、
集
落
の
初
期
の
段

階

（区
画
以
一Ｕ

に
伴
う
遺
構
と
考
え
て
い
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

一　
第

一
次
調
査

ω

　

「
＜
南
元
大
日
如
来
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（］§

益
反
卜
墓
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上
端
を
三
角
形
に
削
り
、
そ
の
下
部
に
二
ヶ
所
の
切
り
込
み
を
入
れ
て
い
る
。

下
端
は
欠
損
し
て
い
る
が
先
端
を
尖
ら
せ
た
形
態
に
な
り
、
卒
塔
婆
に
似
た
形

状
と
想
定
さ
れ
る
。
裏
面
に
は
墨
書
は
見
ら
れ
な
い
。

一
一　
第
二
次
調
査

０
（花
押
）

。<  。<° °
呈□□□
と雲目目
年ベー
廿シ人
三 十
日。□

上
端
を
浅
く
三
角
形
に
削
り
、
左
側
面
の
上
下
三
カ
所
に
切
り
込
み
を
入
れ

る
。
右
側
面
は

一
部
欠
損
し
て
い
る
が
、
上
端
の
三
角
形
の
頂
点
を
中
央
と
す

る
と
、
欠
損
部
は
ご
く

一
部
と
思
わ
れ
る
。
木
札
の
表
面
は
丁
寧
に
削
ら
れ
、― (1)
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特
に
花
押
部
分
は
花
押
を
書
く
こ
と
を
想
定
し
て
、
調
整
し
て
い
る
よ
う
に
も

思
わ
れ
る
。
ま
た
、
貫
通
す
る
穿
孔
が
四
カ
所
、
さ
ら
に
一異
に
は
、
貫
通
し
て

い
な
い
が
三
カ
所
の
穿
孔
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
穿
孔
は
文
字
を
切
っ
て
お
り
、

二
次
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
表
の
文
字
は
三
行
以
上
に
わ
た
り
、
二
行
日
は
片

仮
名
で

「□
□
□
ベ
シ
」
と
も
読
め
る
。
三
行
目
の
年
号
は
は
っ
き
り
と
し
な

い
が
、　
一
文
字
目
は

「正
」
か
と
思
わ
れ
、
三
文
字
目
を
五
年

（あ
る
い
は
丑

年
）
と
し
た
場
合
、
他
の
出
土
遺
物
の
時
期
な
ど
か
ら
正
応
五
年

（
〓
一九
五
）、

正
和
丑
年

（
〓
二
〓
し
、
正
和
五
年

（
三
二
三
〇

の
三
つ
の
候
補
を
あ
げ
る

こ
と
が
で
き
る
が
、
確
定
は
で
き
な
い
。
裏
の
花
押
は
荘
官
ク
ラ
ス
の
人
物
の

も
の
と
思
わ
れ
、
比
較
的
整

っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
。
本
木
簡
は
、
石
井
進

「中
世
木
簡
の
一
形
態
」
（本
誌
第
一
〇
号
）
な
ど
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
、
新
潟

県
馬
場
屋
敷
遺
跡
出
上
の
山
札

・
茅
札
に
、
形
状

。
書
式

・
時
期
な
ど
が
類
似

し
て
い
る
。
本
木
簡
も
山
札

・
茅
札
の
類
の
可
能
性
が
あ
ろ
う
。

木
簡
の
釈
文
及
び
花
押
に
つ
い
て
は
、
富
山
大
学
の
富
田
正
弘
氏
の
ご
教
示

を
い
た
だ
い
た
。

９
　
関
係
文
献

側
富
山
県
文
化
振
興
財
団
埋
蔵
文
化
財
調
査
事
務
所

『埋
蔵
文
化
財
調
査
概

要
―
平
成

一
〇
年
度
』
盆

九
九
九
年
）

同

『埋
蔵
文
化
財
調
査
概
要
―
平
成

一
一
年
度
』
全
一〇
〇
〇
年
）

野
口
雅
美

「道
場
Ｉ
遺
跡
出
土
の
井
戸
祭
祀
に
関
わ
る
遺
物
」
３
富
山
考
古

学
研
究
』
二
　
一
九
九
九
年
）　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（三
島
道
子
）

新潟
・鶴
戯
祉
棋
遺
跡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・７６

１
　
所
在
地
　
　
　
新
潟
県
中
頸
城
郡
吉
川
町
大
字
竹
直
字
南
浦

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
九
七
年

（平
９
）
四
月
１
五
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
吉
川
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
新
保
誠
吾

５
　
遺
跡
の
種
類
　
連還
物
散
布
地
、
自
然
流
路
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
九
世
紀
中
頃
―

一
〇
世
紀
中
頃
、　
一
四
世
紀
―

一
五
世
紀

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

遺
跡
は
新
潟
県
の
南
西
部
、
吉
川
町
の
西
方
、
直
線
的
な
海
岸
と
東
頸
城
丘

陵
と
の
間
に
形
成
さ
れ
た
沖
積
平
野
と
そ
れ
に
接
す
る
原
之
町
台
地
の
縁
辺
部

に
位
置
す
る
。
付
近
の
沖
積
地

に
は
同
時
代
の
古
代

・
中
世
の

遺
跡
が
多
く
確
認
さ
れ
、
新
保

遺
跡

（木
炭
榔
木
棺
墓
に
伴
う
須

恵
器
壼
底
部
に

「石
神
」
の
墨
書

あ
り
）
。
江
島
神
社
遺
跡

（
一
五

崎

世
紀
の
上
塁

・
堀
を
伴
う
館
跡
）

柿

な
ど
も
発
掘
調
査
さ
れ
て
い
る
。

本
調
査
は
、
国
営
農
地
再
編




